卸売業者の公表に関する要領

卸売業者の公表については、大阪市中央卸売市場業務条例（以下「条例」という。）第42条及び第46条並びに同施行規則第38条及び第39条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

（売買取引の条件の公表の様式）

第１条　条例第42条の売買取引の条件の公表の標準様式を示すと別記様式第１のとおりである。

２　前項の公表は、ホームページを利用して行う。

（卸売予定数量の公表手続）

第２条　条例第46条第１項の卸売予定数量の公表は、ホームページを利用して行う。

（卸売結果の公表）

第３条　条例第46条第２項の卸売結果の公表は、ホームページを利用して行う。

（委託手数料等の公表の様式）

第４条　条例第46条第３項のその前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び当該前月の奨励金等の種類ごとの交付額の公表の標準様式を示すと別記様式第２のとおりである。

２　前項の公表は、ホームページを利用して行う。

（場内掲示による公表）

第５条　この要領の定める方法により難い場合の公表は、卸売場等での掲示により行うことができる。
附　則

　１　この要領は、令和２年６月21日から実施する。

　２　第１条、第３条及び第４条の公表は、当分の間、卸売場等での掲示により行うことができる。

附　則

　１　この要領は、令和４年３月14日から実施する。

　２　第２条の公表は、当分の間、場内の表示装置を利用、又は卸売場等での掲示により行うことができる。
（別記様式第１）
売買取引の条件について
（　年　月　日時点）
　○○会社では、卸売市場法や大阪市中央卸売市場業務条例に基づき、以下のとおり、売買取引の条件を定めています。
１　営業日及び営業時間
（１）営業日
（２）営業時間
２　取扱品目
３　生鮮食料品等の引渡しの方法
４　委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
５　生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
（１）支払期日
（２）支払方法
６　売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭
（別記様式第２）
委託手数料の受領状況及び奨励金等の交付状況について（　年　月）
　大阪市中央卸売市場業務条例第46条第３項の規定により、次のとおり公表します。
１　委託手数料の受領額
　　　　　　　　　　円
２　奨励金等の交付額
　　　　 　　　　 円
